


















































































ＤＥＩ

☞多様性（ダイバーシティ Diversity）
公平性（エクイティ Equity）

包括性（インクルージョン Inclusion） と

Well-Being

☞幸福感（ウエル－ビーイング） の取り組み
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「多様性が尊重され誰もが活躍できる
まちづくり」の取り組みについて

資料２
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【「多様性が尊重され誰もが活躍できるまちづくり」の検討組織】

●宮津市総合計画等有識者会議に部会を新設

① 第７次宮津市総合計画<R3～R12年度>での位置づけ
② より訴求力の高い「条例」の制定に向けた議案提案
を進めていく上で、「宮津市総合計画等有識者会議」に部会を新設し、より専門的に
議論・意見交換を委員５名により実施。
→ 宮津市総合計画等有識者会議設置要綱に基づく部会として設置

●部会の名称 多様性が尊重され誰もが活躍できるまちづくり検討部会

●議論・意見交換のアウトプット

部会の議論の内容については、有識者会議に報告し、総合計画将来構想の一部
見直し（「将来像実現に向けた視点」の見直し）につなげる。
併せて、市議会に提案する条例策定にあたっての参考としていく。

●部会の設置期間

総合計画将来構想一部見直し（案）・条例（案）の各議案を市議会に提案するまで
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【今後のスケジュール】

[総合計画後期基本計画策定スケジュール]

第１回 第２回 第３回

部会(4回開催)

条
例

議
案
提
出

第４回

条
例

パ
ブ
コ
メ



4

【 本市にとって「ＤＥＩ」・「 Well-Being 」が必要な理由】

＜次の３つのことが考えられます。＞

●持続可能で豊かなまちの実現

➤性別や年齢等にかかわらず宮津市に住む人、関わる人一人一人が、それぞれの希望に応じ
た役割や生きがいを持って活躍することが求められています。
➤市民や地域の各種団体、企業、関わりを持つ人など、様々な立場で関わる人が一緒に話し合
い、知恵を絞り、ともに力を合わせることが必要です。

●性別・人種・LGBTQ+や障害者への配慮など格差や偏見の是正

➤LGBTQ+に対する理解を深め、多様性を尊重する社会を目指すため、令和５年６月に「性的
指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律
（LGBT理解増進法）」が施行されました。
➤市としても、差別や格差の是正の取組を実施していく必要があります。

●イノベーションや市場の多様化による発展の基盤が必要

➤異なる視点や価値観を活かし、新たなアイデアを生むことでイノベーションを促進することが
求められます。
➤多様化に対応するためには、多様な人材を受け入れる機運の醸成が必要です。
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【「多様性が尊重され誰もが活躍できるまちづくり」推進のための位置づけ①】

〇第７次宮津市総合計画<R3～R12年度> 将来構想の一部見直し

追加

※ローマ字・カタカ
ナ表記がわかりに
くく、工夫が必要
（有識者会議のご
意見）
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【第７次宮津市総合計画における「視点」】

「DEI・Well-being 」の見出し

➡ 総合計画将来像実現に向けた視点

「多様性」

※「総合計画将来構想」に記載します。

宮津市における定義(案)

宮津市にかかわるあらゆる人々が、人種、国籍、信条、性のありよう、障害、年齢、出身地、経
歴等の様々なちがいを認め合い、いかなる差別を受けることなく、人権の尊重による多様な生
き方を自らの意思で選択し、個性や能力を発揮できる社会づくりを進めます。
また、市民や事業者、行政が連携しながら、社会的障壁を取り除き、誰もが参加し、その人ら
しく活躍できる環境づくりを行うとともに、家族や地域のつながりを深め、多様な人々の交流を
生み、住む人も来る人も互いに支え合いながら、心豊かに、また、健やかに過ごせる多様性を
活かした地域づくりを進めます。
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【第１回多様性が尊重され誰もが活躍できるまちづくり検討部会 結果概要】

【部会でのご意見】

・LGBTQの子どもは、２人に１人が自殺行動、５人に１人が自殺未遂をしている現状がある。
啓発が大事であり、宮津市でもそういう活動をしていきたい。

・LGBTQの人は、自分らしく生きるのに心苦しい思いをしており、地方では就職の際の差別
等を受けるのではないかという思いで、都会に出る。そういった点も社会的障壁かなと思う。

・「家族や地域のつながりを深め」とあるが、一般論として家族は大事だが、家族と上手く
いっていない人に対しては、家族内のつながりを深めないといけないというあるべき論の押
しつけにならないか。

・「来る人」とは何か。来る人も互いに支え合うということが想像できない。
⇒観光客や関係人口と考えている。(事務局)

・「視点」としては、「多様性の尊重」がいいのではないか。

・アメリカにおける「DEI」は、いろいろな国の人が住んでいる中で、皆に同じレベルのチャ
ンスがあるというイメージである。

・社会障壁がなく、差別されず、皆が平等なチャンスを与えられる社会をつくれば、外国人も
マイノリティも住みやすく、地域も良くなっていくという考えのもと、そういうまちをつ
くっていくという方向性で良いのではないか。
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【第７次宮津市総合計画における「視点」】

「DEI・Well-being 」の見出し

➡ 総合計画将来像実現に向けた視点

「多様性の尊重」
※「総合計画将来構想」に記載します。

宮津市における定義(案)

宮津市にかかわるあらゆる人々が、人種、国籍、信条、性のありよう、障害、年齢、出身地、経

歴等の様々なちがいを認め合い、多様な価値観を持つ一人一人として互いに尊重し合うこと

で、人権が尊重され、いかなる差別を受けることなく、多様な生き方を自らの意思で選択し、個

性や能力を発揮でき、自己実現を図っていくことのできる社会づくりを進めます。

また、市民や事業者、行政が連携しながら、社会的障壁を取り除き、誰もが参加し、その人ら

しく活躍できる環境づくりを行うとともに、家族や地域のつながりを深め、多様な人々の交流を

生み、住む人も訪れる人も互いに認め合い、支え合いながら、心豊かに、また、健やかに過ごせ

る多様性を生かした地域づくりを進めます。

【検討部会のご意見を反映させた修正案】
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【「多様性が尊重され誰もが活躍できるまちづくり」推進のための位置づけ②】

●条例の表題

宮津市多様性が尊重され誰もが活躍できるまちづくり条例（仮称）

●条例の目的 （素案）

一人一人が様々な違いがある個人として尊重され、誰もが参加し、その人らしく活
躍することができるまちづくりについて、基本理念を定め、市の責務及び市民等の役
割を明らかにするとともに、市民等の理解を深めるための措置を講ずることにより、
多様性が尊重され誰もが活躍できるまちづくりを総合的に推進することを目的とする。

●条例（本則）の構成 （素案）

前文/目的/基本理念/市の責務/市と関係団体との連携/市民等の役割/
市民等の理解を深めるための措置/財政上の措置/委任/

〇条例（事業を推進する上での理念となる条例）の議案提案
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